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 附属資料は、新型インフルエンザ等対策を実施する際に適宜参照すべき

資料を示すものであり、計画本文において《附属資料●参照》と付記して

関連する対策と紐付けている。 

 なお、ここに掲載する資料は、計画改定時点での情報であり、感染症有

事の際には最新版を確認する必要がある。 
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A 時期に応じた感染症サーベイランス 

 

下線：期の移行に伴う追加・強化 
 準備期 初動期 対応期 

⑴ 感染症発生の探知 

疑似症サーベイランス

（医師からの届出に

よるもの） 

― 都道府県等は、医師からの

届出による全数把握を検討

の上、開始 

引き続き実施。なお、

医師からの届出による

患者発生サーベイラン

ス開始後は終了 

入国者サーベイランス 検疫所において、症状のある

入国者のうち、協力が得られ

る者を対象に実施 

検疫法に基づく検査や、当

該検査の陽性者に対するゲ

ノム解析を実施 

引き続き実施 

インフルエンザ様疾患

発生報告（学校サー

ベイランス） 

幼稚園、保育所、小学校、

中学校、高等学校等を対象

に実施 

感染症の特徴や病原体の性

状に応じ、実施方法の強化

や見直しを検討 

必要に応じ、実施方

法の強化及び見直し

を実施 

クラスターサーベイラ

ンス 

保健所が、施設長等からの

連絡により把握 

クラスター発生状況に応じ、

実施体制の強化や見直しを

検討 

クラスター発生状況に

応じ、実施体制の強

化や見直しを実施 

⑵ 患者発生の動向把握 

疑似症サーベイランス

（指定届出機関から

の届出によるもの） 

疑似症の発生の状況の届出

を担当させる指定医療機関

より報告を受け把握 

全国  

約 700 か所 

県内  

７か所 

疑似症定点医療機関のほ

か、協力医療機関からの疑

似症患者報告による把握を

検討の上、必要に応じて実

施 

引き続き実施 

患者発生サーベイラン

ス（指定届出機関か

らの届出によるもの） 

定点医療機関より報告を受

け把握 

全国  

※ARI サーベイランス開始前 

約 5,000 か所 
小児科定点 約 3,000 

内 科 定 点 約 2,000 

  県内 

35 か所 
小児科定点 21 

内 科 定 点 14 

引き続き実施 引き続き実施 

患者発生サーベイラン

ス（医師からの届出

によるもの） 

― 医師からの届出による全数

把握を開始することを検討の

上、実施 

引き続き実施 

地域ごとの実情に応

じたサーベイランス 

都道府県等の判断にて実施 

 

  

引き続き実施 引き続き実施 
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 準備期 初動期 対応期 

⑶ 市中における流行状況の動向把握 

抗体保有割合調査

（感染症流行予測

調査含む） 

地域に居住する健康な者を

対象に、同意に基づく調査を

実施 

検査用検体の残余血液の

活用等、より詳細な国民抗

体保有状況の把握を検討 

より詳細な国民抗体

保有状況の把握を実

施 

下水サーベイランス

（感染症流行予測

調査） 

ポリオウイルス及び新型コロナ

ウイルスを対象に、都道府県

等の協力を得て、下水処理

場の下水を採取し測定 

新たな感染症に対する下水

サーベイランスの活用可否の

判断に向けた調査・研究等

の実施 

（左記判断に応じ）

新たな感染症に対す

る下水サーベイランス

の開始、実施地域の

拡大等 

⑷ 重症者・死亡例の把握 

入院サーベイランス

（指定届出機関から

の届出によるもの） 

基幹定点医療機関（全国

約 500 か所の 300 床以上

の医療機関）により報告を

受けて把握 

新型インフルエンザ等感染症

の場合は医師による退院届

にて患者の転帰等を把握 

引き続き実施 

死亡例の把握 人口動態調査において把握 「入院中や療養中に亡くなっ

た方（厳密な死因を問わな

い。）」を都道府県等におい

て把握することなどを検討し

実施 

引き続き実施 

⑸ 病原体の動向把握 

病原体ゲノムサーベイ

ランス 

インフルエンザ病原体定点医

療機関より報告を受け把握 

検体提供医療機関や検体

提出数の拡大を検討 

検体提供医療機関や

検体提出数を拡大 

⑹ ワンヘルス・アプローチ 

感染症流行予測調

査事業等 

・豚のインフルエンザウイルスの

分離・亜型の同定 

・鳥インフルエンザの血清抗

体検査、豚における A 型イン

フルエンザウイルスの検査 

・高病原性鳥インフルエンザウ

イルス保有有無のモニタリング 

等 

引き続き実施 引き続き実施 

《出典》 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン 
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B 感染症サーベイランスシステム（NESID） 

  

In
te

rn
e
t

L
G

W
A

N

感染症法に基づく対応の基幹系システム（System of Record）

感染症サーベイランスシステム（NESID）の概念図

届出処理業務

◼ 感染症法上対象となっている感
染症の全数報告、定点報告、
動物の感染症報告の登録とその
確認を行い、還元データを作成

患者管理業務

◼ 届出のあった患者や接触者等の
健康観察を記録

◼ 他保健所への移管、情報提供、
関連性の高い患者をグループ化

検査関連業務

◼ 医療機関等から提供された検
体や検体提供者の情報を取り
まとめ

◼ 行政検査の依頼と結果の通知

国等

⚫ 厚生労働省
⚫ JIHS
⚫ 検疫所
⚫ 結核研究所

地方公共団体

⚫ 県・保健所設置市
⚫ 地方衛生研究所
⚫ 保健所
⚫ 保健所入力代行・業務受託者

医療機関

⚫ 医療機関（全数）
⚫ 医療機関（定点）
⚫ 動物診療施設

その他の関係者

⚫ 宿泊療養施設
⚫ 健康フォローアップ機関

（市町村、事業者）
⚫ 国民

感染症サーベイランスシステム（NESID）

感染症発生動向調査SS／病原体検出情報SS／健康観察SS

その他の事業

感染症流行予測調査結核

異常事象検知サーベイランスSS

感染症発生動向調査事業

フロントシステム（System of Engagement）

感染症発生DB

DB

DB

SS：サブシステム DB：データベース

監視業務

◼ 新興感染症の発生・流行時に新たなサーベイ
ランスの実施が必要になったときに、初動のサー
ベイランス等を迅速に実施するための機能

◼ 平時はARI・入院サーベイランスを運用

感染症データ分析／還元システム（System of Insight）

匿名化DB

公表関連業務

◼ 届出処理の結果作成された
還元データと、その元となった
個票データを抽出し、公表の
基礎資料として活用

可視化・ダッシュボード

データ分析

オープンデータ

感染症基幹業務

発生届 健康観察

⚫ PC/タブレット/スマートフォン
⚫ ファイル入出力
⚫ FAX/メール

⚫ PC/タブレット/スマートフォン
⚫ 自動架電

すべての関係者

⚫ 国、県、市町村、指定地方公共機関等、
医療機関、研究機関、製薬企業、検査機関、
消防機関、学校等、保育所等、高齢者施設等、
一般事業者、報道関係者、国民 ほか

LGWAN環境にアクセスできる
国・県・市町村

データ移行
（匿名化処理）即時同期

データ収集
データ連携

可視化SS（有事に稼働）

情報の可視化

◼ SoE／SoRによって収集した
データ及び感染症に有用な
各種データ（医療機関の病
床数・ICU占有率等の情
報）から新たな洞察を得る

注 計画改定時点でシステム改修途上にあるNESIDについて、国が説明会で共有した資料をもとに作図

健康観察DB
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C 感染症情報発信体制 
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患者や濃厚接触者
以外の住民に対する
要請等

事業者や学校等に
対する要請等

外出等に係る要請

基本的な感染対策に
係る要請等

要請に係る措置の
命令等

医療・保健福祉・教育
における対策強化等

⚫ 外出自粛要請⚫ 都道府県間の移動の自粛
要請

⚫ 営業時間の変更に係る要請に
従わないで営業が行われている
場所にみだりに出入りしないこと
の要請

⚫ 基本的な感染対策（換気、
マスク着用等の咳エチケットの
徹底、手洗い・手指消毒、
人混みを避けること等）

⚫ 感染拡大につながる場面の
制限（人と人との距離の確保、
大声の制限、在宅勤務や時差
出勤等の推奨等）

⚫ 営業時間の変更の要請等 ⚫ 施設の使用制限や休業要請等

⚫ まん延防止等重点措置又は
緊急事態措置に係る命令

⚫ まん延防止等重点措置又は
緊急事態措置に係る公表

⚫ 医療機関、高齢者施設等の感染対策強化の要請
⚫ 医療機関、高齢者施設等への情報提供及び研修の実施
⚫ 学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共有

グリーン・ゾーン認証
制度による感染対策

⚫ 認証制度への切替による
事業者の感染対策の促進

基本的な感染対策の
協力要請

⚫ 職場における感染対策等に係る要請
⚫ 健康管理や受診勧奨、出勤が必要な者

以外のテレワーク、こどもの保護者である
従業員への配慮等の要請

⚫ イベント等における感染防止に係る
計画策定等の要請等

事業者・学校等への
特別の要請

⚫ 従業員に対する検査を受けることの勧奨
⚫ 入場者の感染防止のための整理及び誘導
⚫ 発熱その他の症状のある者の入場の禁止
⚫ 手指の消毒設備の整備
⚫ 事業所・施設の消毒
⚫ 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止

に関する措置の周知
⚫ 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を

講じない者の入場の禁止

✓ 措置によって影響を受けた事業者を
支援するために必要な財政上の措置等

✓ 学校等に休業要請する場合の
部分的開所の検討

✓ 通所看護事業所等に休業要請
する場合における訪問看護等の
活用の推進

弱 強

注 「 」の記載は、休業要請等の強力な措置に対するフォローアップの取組 《出典》 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン 一部改変

D まん延防止対策の種類と強度 
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E 流行初期医療確保措置の適用基準 

 

措置 流行初期医療確保措置の適用基準 

病床確保 次のいずれも満たすものであること。 

⑴ 医療措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して７日以内に実施する

ものであること。 

⑵ 感染症法第36条の２第１項の規定による通知又は医療措置協定に基づき当

該措置を講ずるために確保する病床数が10床以上であること。 

⑶ 感染症法第36条の２第１項の規定による通知（同項第４号に掲げる措置を

その内容に含むものに限る。）を受けた医療機関又は医療措置協定（同号に掲

げる措置をその内容に含むものに限る。）を締結した医療機関と必要な連携を行う

ことその他同法第36条の２第１項第１号に掲げる措置を適切に実施するために

必要な体制を構築するものであること。 

発熱外来 次のいずれも満たすものであること。 

⑴ 医療措置の実施に係る知事の要請があった日から起算して７日以内に実施する

ものであること。 

⑵ 感染症法第36条の２第１項の規定による通知又は医療措置協定に基づき１

日あたり10人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患

者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感

染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる

正当な理由のある者の診療を行うものであること。 
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F 感染症法上の疾病分類及び措置 

 

感染症法に基づく措置は、感染症の重篤性、感染力、主な感染経路などの性状に

より、公衆衛生の観点から当該感染症のまん延の防止のためにどのような措置を講

じるべきかを考慮して定められている。 

区分 措置の内容 新感

染症 

新型

ｲﾝﾌﾙ

等 

一類

感染

症 

二類

感染

症 

三類

感染

症 

四類

感染

症 

五類

感染

症 

指定

感染

症 

適用

対象 
疑似症患者の患者みなし  ◎ ● ● ▲*1    ○*2 

無症状病原体保有者の患者みなし  ◎ ● ●     

調査

分析

公表 

積極的疫学調査 ●◎ ● ● ● ● ● ▲*3 

 応答命令 ●◎ ● ● ●    

情報の公表 ●◎ ● ● ● ● ● ● 

対人

措置 
健康診断受診の勧告・実施 ●◎ ● ● ● ●   

就業制限  ◎ ● ● ● ●   

入院の勧告・措置 ●◎ ● ● ●    

 当該入院に伴う移送 ●◎ ○*4 ● ○*4    

 検体の採取、収去等 ●◎ ● ● ●    

対物

措置 
対物措置の実施のための調査 ■◎ ● ● ● ● ●  

場所の消毒、物件の消毒・廃棄等 ■◎ ● ● ● ● ●  

ねずみ、昆虫等の駆除 ■◎ ○*2 ● ● ● ●  

死体の移動制限、埋葬・火葬の特例 ■◎ ● ● ● ●   

生活用水の使用制限 ■◎ ○*2 ● ● ●   

建物の立入制限・封鎖、交通の制限 ■◎ ○*2 ●     

新興

感染

症等

対応 

医療・検査・宿泊施設確保の措置 ● ●      

発生・実施する措置等の公表 ● ●      

健康観察、外出自粛等の要請 ○*5 ○*5      

入院患者の疾病分析（検査・臨床） ● ●      

他の都道府県等の応援 ● ●      ● 

総合調整 ● ●      ● 

国への経過報告 ● ●      ○*2 

国からの指示 ●        

注１ ●適用 ▲一部適用 ○政省令の定めで適用 ■知事権限で適用 ◎性状判明後に政令で指定 
注２  *1  結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザに限る 

*2  具体的に適用する規定は、感染症ごとに政令で定めるものとされる 
*3  定点把握対象疾病は、必要に応じて実施 
*4  行政の権限として対象者の身柄を移送することができ、その行使に裁量がある 
*5  病状の程度を勘案して省令で定めるものに限る 

 

  

0 
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G 新型インフルエンザ等による感染症危機への事態対処のタイムライン（概要版） 

 

  
対応期（感染症危機の発生）

D
（移行期）

C-2
（社会の対応力が高まる時期）

C-1
（病原体の性状に応じる時期）

B
（封じ込めを念頭に置く時期）

初動期

A
（危機が迫っている時期）

新型インフルエンザ等に位置付け
られる可能性のある疾病の発生

新型インフルエンザ等の発生公表
基本的対処方針の決定

病原体の性状の変化
（病原性・感染性・薬剤感受性）

ワクチン・治療薬の普及 平時へ移行

①即応体制【YCDC、保健所・衛環研中心】
②警戒本部体制【全庁】

③対策本部体制（任意）
④対策本部体制

県組織体制の強化

✓ 情報共有
✓ 協定発動協議

連携協議会

情報発信

✓ 公表基準等に基づく県内発生事例の公表
✓ 個人情報の保護に最大限の配慮 ➤ 偏見・差別等の防止
✓ 県民・事業者への情報提供・共有

✓ 統計分析情報に力点を置いた感染状況の公表
✓ 行動変容を意識した県民・事業者への情報提供・共有

✓ 医療の専門家で構成する「医療対策検討会」を定期的に開催

感染拡大防止 社会経済活動 感染拡大防止 社会経済活動

感染拡大防止に重点を置いて
対策を行う期間

感染拡大防止に留意しつつ、
社会経済活動を安定させる期間

意思決定

情報分析
リスク評価

専門家の意見活用

✓ YCDC専門医及びGABから医療に
関する情報を収集・分析

✓ 国が設定する生活・経済の安定に
関するモニタリング指標を活用

対策の切替え

✓ 専門家の意見を聴き、柔軟かつ機動的に対策を切替え

相談体制

✓ 県民の一般相談を受け付ける「コールセンター」を運用 ➤ 情報の受け手の反応やニーズを把握し、適切なリスクコミュニケーションへ
✓ 帰国者・有症状者等の受診を誘導する「相談センター」を運用 ➤ 院内感染対策を行う医療機関（発熱外来）を案内（状況に応じて縮小・廃止）

✓ 県民、市町村、医療機関への情報
提供・共有

✓ 感染症対策の考え方を報道機関
と共有

療養の環境確保と支援

医療提供体制

検査体制

まん延防止対策

✓ 各種協力要請
✓ まん延防止等重点措置
✓ 緊急事態措置

✓ 協定の発動により医療提供体制を拡充✓ 感染症指定医療機関による対応

✓ 発生公表後１か月の検査は衛生環境研究所で対応
✓ 協定の発動により検査体制を拡充

対
応
記
録
の
取
り
ま
と
め

／

対
応
の
総
括
・
事
後
検
証

✓ 市町村及び協定締結医療機関と連携して自宅・宿泊施設における療養を支援

準備期

P
（感染症危機の発生前）

✓ JIHSとの連携により衛生環境
研究所が対応

✓ 協定の発動により宿泊療養の居室を確保

県内最大規模の体制
切替えポイント

切替えポイント

特
措
法
に
よ
ら
な
い
通
常
の
感
染
症
対
策
へ
の
軟
着
陸

県内最大規模の体制

県内最大規模の体制

その他主要な対応

【県民の生命・健康の保護】
✓ 保健所・衛生環境研究所の感染症有事体制の確保
✓ 入院・療養先の調整の一元化
✓ 専門人材を活用したクラスター対応
✓ 平時に備蓄する個人防護具の有効活用
✓ 予防接種の円滑な実施

【県民の生活・経済の安定の確保】
✓ グリーン・ゾーン認証制度、GZプレミアムの運用
✓ 個人による感染対策の推進
✓ BCPの発動による事業者の感染症対策の強化
✓ 県民生活・社会経済の下支え
✓ 対応の長期化に伴う心身への影響に配慮

切替えポイント

県組織体制の整備

✓ 新型コロナの経験を踏まえた
実行力のある組織体制づくり

✓ 対策本部等従事職員のリスト化

専門家体制の運用

✓ YCDC専門医及びGABから
感染症対策に関する専門的な
助言を受ける体制を確保

専門人材の確保

✓ 感染症専門医、感染管理認定
看護師、感染症危機管理対応
専門人材（YCAT）を養成

訓練の実施

✓ 県、市町村、医療機関等との
合同訓練等の実施により
対応力を底上げ

物資の備蓄

✓ 個人防護具（医療機関・高齢
者施設等の使用量３か月分）
を流通備蓄方式で備蓄

協定の締結

✓ 医療、検査及び宿泊療養の
協定を平時から締結し、
感染症有事の体制を確保

✓ 医療の準備状況を毎年確認

計画のフォローアップ

✓ 県行動計画の取組を毎年度
フォローアップし、計画の実効性
を確保

まん延防止、医療、
検査、保健所の体制

切
替
え
イ
メ
ー
ジ

タイムラインの
設定

T0/T1 T2 T3 T4-1/T4-2 T5

県
行
動
計
画
に
基
づ
く
対
応
の
流
れ 
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山梨県国状況と対策時

県民一般事
業者

特定接
種登録
事業者

高齢者施
設等

保育所等、
学校等

検査機関、
宿泊施設

消防機関薬局、訪問
看護

医療機関指定地方
公共機関

市町村甲府市（保
健所設置
市）

県JIHS統括庁／
厚生労働省

:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に

関連した対策

X-2m
~X-1w

 各国のSNSにて、真偽不明の情報、憶測が多数発生。海外のニュースでも話題に。
 各国でヒト感染も散発的に報告されているが、持続的なヒト－ヒト感染の発生までは報告されていない。

T0

○展開
○展開

○展開
○展開

○展開
◉分析

◉分析◉分析●感染症インテリジェンス体制の始動
②YCDC専門医・GABの活用

 海外における患者発生の報告が多数にのぼり、SNSや国内のニュースでも大きな話題に。YCDCや保健所への問い合わせが増加。
 海外の発生国・地域の当局は、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）を構成するおそれのある事案として、国際保健規則（IHR）第6条に基づきWHOに通報。

WHOは、専門家チームを現地に派遣。
 YCDC専門医・GABから新型インフルエンザ等の感染症危機への備えを強化すべきと助言。

T0
+1m~

◉BCP発動①YCDC等の組織体制を強化

◉分析②YCDC専門医・GABの活用

○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○展開○展開◉発信④関係者への丁寧な情報発信

◉受入確認◉受入確認⑦感染症指定医療機関の対応確認

◉準備⑨コールセンターの設置準備

 WHOがヒト－ヒト感染の可能性を示唆するリスク評価を引き上げ。
 WHOが緊急委員会（EC）の第１回目を開催する予定と報道。

T1

◉要領作成
◉連絡調整●総理指示の発出、省庁間情報共有

●積極的疫学調査・検査の準備開始

○注意○注意◉掲示等●帰国者等への注意喚起+12hr

○調整○調整○調整◉調整

◉開催
◉周知
◉調整

●関係省庁対策会議の開催
●感染症危険情報の発出（外務省）
●FF100の準備開始

+24hr

◉流行初期
協定準備

◉移行準備
◉医療機関
準備確認

◉移行準備
◉医療機関
準備確認

◉着手
◉検疫強化
◉要請

●ゲノム情報・検体の入手に着手
●水際対策強化の準備開始
①⑦⑧⑨感染症有事体制移行の準備

+48hr

○周知○周知
◉設置
◉開設

①警戒本部の設置
⑨県コールセンターの開設

+72hr

○周知
◉設置

◉設置
◉設置

◉設置◉要請⑨相談センターの設置
市町村相談窓口の設置

+1w~

 新型インフルエンザ等に疾病分類される前に県内で事例が発生した場合

◉設置①県対策本部（任意）の設置

T5T4-2T4-1T3T2T0/T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

対応期初動期

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

1/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月
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山梨県国状況と対策時

県民一般事
業者

特定接
種登録
事業者

高齢者施
設等

保育所等、
学校等

検査機関、
宿泊施設

消防機関薬局、訪問
看護

医療機関指定地方
公共機関

市町村甲府市（保
健所設置
市）

県JIHS統括庁／
厚生労働省

:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に

関連した対策

X-1w
~X

 WHOがEC（緊急委員会）の第２回目を開催し、PHEICの該当性を検討する予定と報道。T1

~T1+1w
◉準備①県対策本部体制構築及び本部会議

開催の準備

◉分析②情報分析とリスク評価の実施

○協力○移行○移行◉方法決定◉通知③有事の感染症サーベイランス体制

○理解○理解◉普及◉普及
◉勉強会
◉普及

④対策の考え方を報道機関と共有
④偏見・差別等の防止の普及

○準備○準備○準備○準備○準備◉要請⑤BCP・業務計画に基づく対応の準備

○協力○協力○協力○協力○協力◉要請⑥治療薬の適正使用

○改善

○入力

○改善
◉協議
○入力

○協力
◉協議
○確認

◉人材派遣
◉協議
◉運用開始◉要請

⑦医療現場の感染対策の支援
⑦連携協議会で協定発動の事前協議
⑦G-MISを有事モードで運用開始

◉確認⑧衛生環境研究所の検査体制の確認

○周知
◉準備
◉整備

◉準備
◉整備
◉調整

⑨保健所の感染症有事体制の準備
⑨相談センターの整備
⑨入院調整一元化の検討・調整

○確認○確認○確認○確認○確認○確認◉確認⑩感染症対策物資等の備蓄確認

○強化◉強化要請⑪    ﾝ    ﾝ登録施設の感染症対策

 WHOが急速にまん延するおそれのあるものとして新型インフルエンザ等の発生を加盟国に通知。状況によってはPHEICを宣言。T2

○留意○留意○留意○留意○留意○留意○留意○留意○留意○留意○展開○展開○展開

◉作成
◉実施

◉連絡調整

○結果収受
◉事務連絡

●総理指示の発出
●症例定義・届出基準の作成
●リスク評価
●感染症に関する知見等の共有

+12hr

◉開催●関係省庁対策会議の開催+24hr

 厚生労働大臣が厚生科学審議会に諮問し、有識者の意見を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生を公表。T2+2d

○留意○留意○留意○展開○展開○展開◉事務連絡●発生公表を都道府県等へ周知=X

◉補佐◉大臣報告●発生公表とリスク評価を総理へ報告

○受信
◉設置

◉設置周知●政府対策本部の設置
①県対策本部の設置

◉決定●基本的対処方針の決定

◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

2/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月

T5T4-2T4-1T3T2T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

対応期初動期
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山梨県国状況と対策時

県民一般事
業者

特定接
種登録
事業者

高齢者施
設等

保育所等、
学校等

検査機関、
宿泊施設

消防機関薬局、訪問
看護

医療機関指定地方
公共機関

市町村甲府市（保
健所設置
市）

県JIHS統括庁／
厚生労働省

:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に

関連した対策

X
~X+1w

 国が基本的対処方針を公示し、関係者は当該方針に基づく取組を開始。
 厚生労働省が省内に対策本部を設置。水際対策を強化。

T3
=X＋α

○BCP発動
◉開催
◉要請

①県対策本部会議の開催
BCP発動による体制の確保

○協力○協力○協力◉開始○周知②FF100の開始

○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○展開○展開◉発信④最新の知見を情報発信（以後随時）

○1m以内
居室確保

○1w以内
体制整備

◉運用開始
◉協定発動

◉協定発動

◉要請
⑦入院調整一元化の運用開始
⑦医療提供体制の速やかな構築

⑦宿泊療養体制の確保

◉体制確保◉要請⑧検査体制の速やかな構築

○運用開始
◉体制確保
○運用開始

◉体制確保
○運用開始

◉要請
◉周知

⑨保健所の有事体制の速やかな構築
症例定義に基づく発生届や積極的
疫学調査の運用開始

 内閣感染症危機管理統括庁は、国の方針を共有するとともに、都道府県の取組状況を確認するため、緊急連絡会議を開催。T3+1d

○参加◉開催●緊急連絡会議を開催

◉発動
◉発動

◉開始◉開始①市町村全庁体制の構築
指定地方公共機関の業務計画発動
医療機関のBCP発動

◉対応◉対応⑤感染症の発生及びまん延防止対策
による影響を考慮した取組の開始

◉着手⑪    ﾝ    ﾝ認証基準の作成着手

 流行初期医療確保措置付き協定締結医療機関による医療提供体制を確保。T3+1w

◉設置●治療指針を議論する委員会を設置

◉派遣●専門家を各地に派遣し情報収集

○準備開始○検査協定
準備要請

○技術検証
○検査協定
準備要請

◉配布●検査マニュアル・試薬の配布
（検討開始から3w以内）

○報告◉確認
◉事務開始

⑦協定1w以内の対応状況を確認
流行初期医療確保措置の適用

◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

3/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月

T5T4-2T4-1T3T2T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

対応期初動期
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◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

4/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月

T5T4-2T4-1T3T2T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

対応期初動期

山梨県国状況と対策時

県民一般事
業者

特定接
種登録
事業者

高齢者施
設等

保育所等、
学校等

検査機関、
宿泊施設

消防機関薬局、訪問
看護

医療機関指定地方
公共機関

市町村甲府市（保
健所設置
市）

県JIHS統括庁／
厚生労働省

:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に

関連した対策

X+1w
~X+3m

 国内（県外）１例目の発生。
 流行初期の体制として、全国で病床2.8万床、検査実施能力10万件/日を確保。山梨県では病床144床以上、PCR検査実施能力200件/日以上、宿泊療養居室70室以上を確保。

T4-1
X+1m

○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○展開○展開○展開◉周知●国内発生を受けた基本的対処方針
の変更

◉業務◉強化◉強化◉強化①県内発生に備えた組織体制の強化

○充実◉充実◉充実④国内発生を踏まえた情報発信

○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力○協力◉協力要請⑤封じ込めを念頭にまん延防止対策

○接種
◉BCP

○受信○受信○受信○活用○受信
○一部実施

○展開
○一部実施

○展開
○一部実施◉効果確認

◉提示
◉実施

●治療指針の提示・共有
⑥特定接種の開始（ﾌ    ﾝ        ﾝ
の有効性が確認された場合）

○居室提供

◉意見交換◉意見交換◉意見交換

◉確保

⑦流行初期に対応する医療機関等が
参加するオンライン会議の開催

⑦宿泊療養居室の確保・受け入れ準備

◉確認⑧衛生環境研究所検査体制の確認

◉確認◉確認⑨保健所の感染症有事体制の確認

○申請◉移行⑪    ﾝ    ﾝ認証制度への移行

○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信

◉確認

○受信○展開

○相談強化

○展開

◉体制強化

○展開

◉確認
◉体制強化

○分析
◉研究開発

◉依頼●国内発生を受けたリスク評価
●FF100による臨床情報・検体の活用
⑦患者増に備えた受け入れ体制の確認
⑧最新の検査方法・検査精度の確認
⑨相談対応及び感染症法に基づく患者

対応の体制強化

+1w

○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○受信○展開○展開○展開◉周知●リスク評価を踏まえた対策の見直し、
所管省庁を通じた周知

+3w

 感染症指定医療機関及び流行初期医療確保措置付き協定締結医療機関による対応に加え、発生公表後３か月以内に体制を整える公的医療機関等による医療提供体制を確保する必要。
 必要に応じ、まん延防止等重点措置又は緊急事態措置を検討。

X+2m

○順次対応◉要請⑦発生公表後3m以内に体制を整える
協定締結医療機関による体制拡充

○対応○対応○対応○対応○対応○対応○対応○対応○対応○業務○措置（区
域指定）

○措置（区
域指定）

○措置◉公示⑤まん延防止等重点措置、緊急事態
措置の公示（必要時）

 公的医療機関等を含めた医療提供体制へ拡充。X+3m

○体制整備◉確認⑦発生公表後3m以内に体制を整える
協定締結医療機関の対応を確認

○順次対応◉順次要請⑧検査体制の拡充



    

4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県国状況と対策時

その他の
関係者

消防機関医療機関市町村甲府市（保健所
設置市）

衛生環境研
究所

県型保健所県検疫所JIHS厚生労働省統括庁:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に関連

した対策

X+1w
~X+3m

 新型インフルエンザ等の発生国・地域に滞在する邦人Zが一時帰国。
 無症状のＺは、検疫において停留の対象外とされた。検疫所は、Ｚに対し自宅（山梨県内・甲府市外）での待機を要請し、健康監視の対象とした。

P-2d

○受理
◉健康監視
◉調査、感染対策の指導

○受理◉通報●健康監視対象者の通報

 管轄保健所が健康監視を継続。１日２回健康状態を確認し、Ｚに体調に変化はみられない。P-1d

 Ｚから管轄保健所に体調悪化の報告あり。管轄保健所は、直ちに発熱外来を案内し、Ｚは、同医療機関を受診。P-3hr

 発熱外来の医療機関は、Ｚの行動歴、症状及び検査所見から、Ｚを新型インフルエンザ等の疑似症患者と診断。直ちに保健所に感染症発生届を提出。P=T4-2

○検体採取、
提出

○市内濃厚接触
者の健康観察、
外出自粛要請

◉検査開始

◉積極的疫学調査
（必要に応じて応答命令）

◉就業制限
◉濃厚接触者の健康観察、

外出自粛要請

◉検体確保、搬入
（必要に応じて採取措置）

◉国へ一報○一報受理
◉統括庁へ○一報受理

⑨感染症法に基づき、疑似症患者を患者
とみなして対応

+1hr

○状況により
移送に協力

◉入院勧告◉入院調整

◉調整◉調整

⑨まん延防止のための入院対応

④公表原稿・公表時間の調整

+3hr
~5hr

 衛生環境研究所のPCR検査の結果、新型インフルエンザ等の患者確定。
（JIHSでの確定検査を要する場合は、検体搬送を含め所要半日～１日程度。状況に応じて県警に検体搬送への協力を依頼。）

+5hr
~6hr

○受信
○受信○受信○発信○発信○受信○受信

◉公表
会見・レク

◉情報共有

◉公表

◉統括庁へ○報告受理

④県内発生事例の公表と情報共有+8hr
~9hr

 入院勧告に伴う移送によりZの入院が完了。（３行上の対応の結果として）P+5hr

◉入院延長勧告の手続
・感染症診査協議会諮問
・意見陳述機会の付与

◉入院延長勧告（必要時）

+72hr

 感染症診査協議会の答申を踏まえ、入院延長の勧告により、更に10日間、公費負担医療の取扱いで入院を継続。（新感染症の場合は、厚生労働大臣の技術的指導・助言による。）P+3d

 Zは、加療により症状が改善し、病原体を保有していないことが確認されたので退院。（退院基準は、感染症の特徴、病原体の性状等により専門家の意見を聴いて厚生労働省が提示。）P+1w

◉届出
◉検体提出○検査、検

体輸送

○確認
○検体確保、搬入

○確認○分析
○検査

③退院時の届出により臨床情報を把握速やかに

◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

5/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月

T5T4-2T4-1T3T2T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

対応期初動期
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◉能動的・一次的 ○受動的・二次的

✓ このタイムラインは、県行動計画のシナリオをもとに描いており、実際
の感染症危機では、事前の想定と大きく異なることがある。

感染症危機への事態対処の
タイムライン

6/6

対策項目 ①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策、まん延防止
⑥ワクチン、治療薬・治療法 ⑦医療 ⑧検査 ⑨保健 ⑩物資 ⑪生活・経済の安定の確保

X:新型インフルエンザ等の発生公表の日
hr:時間 d:日 m:月

T5T4-2T4-1T3T2T1

関係者の連携・協力
による療養支援

初期における県内発
生事例への対応

感染症有事の初期
対応

感染症有事の初動
対応

感染症危機発生の
予感が現実に

新たな感染症危機の
発生の予感

X+3m~X+1w~X+3mX~X+1wX-1w~XX-2m~X-1w

対応期初動期

山梨県状況と対策時

委託業者介護事業者薬局、訪問看護医療機関（自宅
療養者等への医
療の提供）

医療機関（病床
確保・発熱外
来）

市町村甲府市（保健所設
置市）

県型保健所県:状況 ●:国の動向
①～⑪:対策項目①～対策項目⑪に関連

した対策

X+3m~

 新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度を勘案して国が自宅療養を認める方針を提示。X+3m~

○順次対応○順次対応○順次対応○確認○確認◉要請⑦発生公表後6m以内に体制を整える協定
締結医療機関による体制拡充

○受託
・受診案内
・搬送
・食事提供
・物資調達
・物資配送

◉委託
・搬送
・食事提供
・物資調達・配送

◉委託
・受診案内
・搬送
・食事提供
・物資調達・配送

◉委託
・受診案内
・搬送
・物資調達・
配送

⑨自宅療養の支援に必要な業務を委託

 甲府市内の医療機関が感染症法に基づく入院を要さない患者（住所:甲府市外）の発生を確認Q=T5

◉届出○受理・連絡○NESID確認○NESID確認⑨診断医による感染症発生届

○市内濃厚接触者
の外出自粛要請
・健康観察

◉調査
◉患者・濃厚接触者の
外出自粛要請・健康
観察

⑨積極的疫学調査+2hr
~3hr

○受託業務
○受信
○物資の手配

○受信
○物資の手配

○受信◉判断・連絡
○物資の手配

⑨療養先の判断（入院不要・自宅療養）・
情報共有

+3hr
~4hr

◉説明⑨外出自粛を伴う療養の説明+4hr
~5hr

○受託業務
（随時）

○生活に必要な
サービスの提供

○支援開始※

◉医療の提供・
健康観察※

○支援開始※

◉医療の提供・
健康観察※

○支援開始※

（かかりつけ医
の場合）

○支援開始※

◉介護事業者との
連携※

○支援開始※

◉介護事業者との
連携※

◉療養支援を担う関係
者への情報提供

⑨療養支援を担う関係者の選定及び当該
関係者への情報提供・共有

+5hr
~6hr

 外出自粛対象となった患者又は濃厚接触者の症状が自宅で症状悪化。Q+3d

◉確認※◉確認※◉確認※◉確認※◉確認※⑨健康状態の異状を確認

◉受診調整※◉受診調整※○受け入れ調整◉受診調整・依頼※◉受診調整※◉受診調整※⑨入院又は外来受診の調整+1hr

○受託業務◉受け入れ⑨入院又は外来受診+3hr

○共有※○共有※○共有※○共有※○共有※⑨情報共有+4hr

 発熱外来を受診した濃厚接触者が陽性となり、自宅療養を開始。Q+4d

 元患者の状態及び発症日からの経過日数により、療養解除の条件を満たすことを確認し、保健所が療養を解除。（療養解除の条件は、作成・変更の都度、国が提示。）Q+7d

※ 患者・濃厚接触者の背景・状況等により、療養の支援や健康状態の確認、情報共有などを行う関係機関が異なる。
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